
社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会
関係者ヒアリング

公益社団法人日本医師会常任理事
江澤 和彦

令和７年６月９日

福祉人材確保策について

1

HSKMR
スタンプ



1.0 1.8 2.7 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.2 6.5 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 7.9 7.9
32.1 33.9 37.5 41.9 49.2 54.8 60.3 64.0 67.8 72.4 75.3 78.2 83.6 86.9 89.5 92.0 93.1 95.7 97.9 99.9 101.6102.4103.6102.6

4.8 5.9 7.2 8.8
10.4

12.5
14.1

15.5 16.6
19.0 21.0 23.0

26.4 28.6 30.6 32.1 32.3 33.2 33.9 34.6 34.7 34.7 35.2 34.4

18.0 23.7
27.7

34.2
36.8

41.3
39.7 39.1 37.1

42.3 43.2
45.8

48.5
50.2 50.7 52.8 51.4 50.8 55.5 54.0 53.6 54.8 54.7 53.8

14.5 14.4 15.0 14.1 13.8

244 
280 

326 
368 

402 
425 442 449 462 477 

498 
520 

546 
576 

598 
616 629 641 654 667 676 688 697 705 

0

100

200

300

400

500

600

700

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

総合事業

訪問系

通所系

入所系

小規模多機能型居宅介護など

要介護（支援）認定者

（※１）

215.
4

212.
6

（単位：万人）

54.9
63.5

72.4
84.9

96.4
108.6 114.1

119.6123.3
136.3

142.7
150.9

163.0

要介護（支援）認定者数
（単位：万人）

介護職員数の推移

職員数

【出典】 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（介護職員数）、「介護保険事業状況報告」（要介護（要支援）認定者数）

176.5

○ 本表における介護職員数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数。
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注１）  介護職員数は、常勤、非常勤を含めた実人員数。（各年度の10月1日現在）
注２） 調査方法の変更に伴い、推計値の算出方法に以下のとおり変動が生じている。
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平成12～20年度 「介護サービス施設・事業所調査」（介サ調査）は全数調査を実施しており、各年度は当該調査による数値を記載。

平成21～29年度 介サ調査は、全数の回収が困難となり、回収された調査票のみの集計となったことから、社会・援護局において全数を推計し、各年度は当該数値を記載。（※１）

平成30年度～ 介サ調査は、回収率に基づき全数を推計する方式に変更。（※２）

注３） 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の取扱い

平成27～30年度
総合事業（従前の介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービス）に従事する介護職員は、介サ調査の対象ではなかったため、社会・援護局で推計し、これらを加えた数値を各年度の(  )内に示している。
（※３）

令和元年度～ 総合事業も介サ調査の調査対象となったため、総合事業（従前の介護予防訪問介護・通所介護相当のサービスを本体と一体的に実施している事業所に限る）に従事する介護職員が含まれている。（※４）
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緊急集会宣言

本集会は、先の署名活動で集められた166万人の魂の叫びを御旗に、
「介護職員等の待遇改善」と「事業所の経営状態改善」
を求めるものです。

１．賃金のアップと労働環境の改善を求めます。
２．事業所経営の健全化のために、介護給付費
の増額を要求します。

３．2200億円の社会保障費の削減の撤廃と老健
施設の機能への正当な評価を求めます。

私たちは、これらの要望が通り、経営状態が改善された際には、介護
職員等の賃金のアップ、待遇の改善を最優先させることを誓います。

平成２０年６月５日 介護職員の生活を守る緊急全国集会
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介護職員の処遇改善についての取組と実績

平成24年４月
平成24年度介護報酬改定において、処遇改善交付金を処遇改善加算として介護報酬に組み込み、
月額６，０００円（実績）の賃金改善が行われた。

平成21年４月
平成21年度介護報酬改定において、＋３％改定（介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定）を実施し、
月額９，０００円（実績）の賃金改善が行われた。

平成21年度補正予算
処遇改善交付金を措置（１．５万円相当）し、月額１５，０００円（実績）の賃金改善が行われた。

平成27年４月
平成27年度介護報酬改定において、処遇改善加算を拡充（１．２万円相当）し、
月額１３，０００円（実績）の賃金改善が行われた。

平成29年４月
ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、平成29年度臨時改定において、処遇改善加算を拡充 （１万円相当） し、
月額１４，０００円（実績）の賃金改善が行われた。

令和元年10月
新しい経済政策パッケージに基づき、全産業平均の賃金と遜色ない水準を目指し、更なる処遇改善を進めるため、
令和元年10月臨時改定において、特定処遇改善加算を創設し、月額１８，０００円（実績）の賃金改善が行われた。
※勤続年数10年以上の介護福祉士では月額２１，０００円（実績）の賃金改善

令和４年10月
コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づき、介護職員の給与を月額平均９千円相当引き上げるため、
令和４年10月臨時改定において、ベースアップ等支援加算を創設（２月～９月は補助金）し、
基本給等が月額１０，０００円（実績）の賃金改善（平均給与額全体では月額１７，０００円の賃金改善）

※実績は全て各取組前後の賃金の差を調査したもの（介護従事者処遇状況等調査）。 調査ごとに対象とした施設・事業所や職員の範囲が異なる。

更に、令和６年６月から、処遇改善加算の一本化と加算率の引上げを実施（２月～５月は補助金で対応）。
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【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。

※１ 賞与込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。
※２ 令和6年度介護報酬改定における処遇改善加算の見直しは昨年6月施行（事業者への支払いは8月以降） 5

出典：第245回社会保障審議会介護給付費分科会（R7.3.24）参考資料



○ 加算の取得（届出）状況

介護職員等処遇改善加算の取得状況をみると、加算を「取得（届出）している」事業所が９５．５％、
加算を「取得（届出）していない」事業所が４．５％となっている。
また、加算の種類別Ⅰ～Ⅴの取得状況をみると、加算Ⅰを取得（届出）している事業所が４５．７％ となっ

ている。

（統計表第29表）

Ⅰ 処遇改善にかかる加算等の取得（届出）状況等について

介護職員等処遇
改善加算（新加

算）の
届出をしている

介護職員等処遇
改善加算（新加

算）
届出をしていない

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

全 体 95.5% 45.7% 32.2% 11.8% 2.6% 3.2% 4.5% 

介護老人福祉施設 99.6% 80.1% 13.4% 3.3% 0.7% 2.1% 0.4% 

介護老人保健施設 98.8% 69.7% 16.4% 6.1% 3.1% 3.6% 1.2% 

介護医療院 91.5% 44.6% 14.8% 14.3% 10.5% 7.3% 8.5% 

訪問介護 96.3% 44.5% 32.3% 12.2% 2.5% 4.7% 3.7% 

通所介護 94.3% 36.7% 35.3% 15.9% 3.5% 3.0% 5.7% 

通所リハビリテーション 78.7% 47.7% 10.3% 13.1% 3.1% 4.5% 21.3% 

特定施設入居者生活介護 99.5% 48.3% 42.5% 5.5% 2.2% 1.0% 0.5% 

小規模多機能型居宅介護 99.0% 48.3% 38.6% 10.1% 1.0% 0.9% 1.0% 

認知症対応型共同生活介護 99.7% 42.0% 45.6% 8.8% 1.2% 2.2% 0.3% 

注１）通所介護には地域密着型通所介護を含む。
注２）令和６年９月30日時点の取得（届出）状況である。

出典：第245回社会保障審議会介護給付費分科会（R7.3.24）資料1-2 6



区分 具体的内容

入職促進に向け
た取組

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、
ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様
な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取得）を

定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている

腰痛を含む
心身の健康管理

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上
（業務改善及
び働く環境改
善）のための
取組

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築（委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の
活用等）を行っている

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入
㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機

器（ビジネスチャットツール含む）の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨

て等）がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福

利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
※生産性向上体制推進加算を取得している場合には、「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組」の要件を満たすものとする
※小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組」の要件を満たすものとする

やりがい・働き
がいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ ：以下の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組んでいる

 介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ ：以下の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち⑰又は⑱は必須）取り組んでいる

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件（令和７年度以降）

新加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。下線部は令和６年度までの要件からの主な変更点。
7
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介護人材の確保について（介護職員の主な離職の要因及び主な離職防止対策）

早期離職防止・定着促進に効果のある方策

（事業所調査、複数回答）

（資料出所）介護労働安定センター「令和５年度介護労働実態調査」

○ 労働者側に介護職の離職理由を聞くと、「職場の人間関係に問題があったため」が一番多くなっている。

○ 早期離職防止・定着促進について、事業所側に「効果があった」施策を尋ねたところ、「仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の

希望で柔軟に対応している」、「残業削減、有給休暇の取得促進、シフトの見直し等を進めている」の順となっている。

34.3%

26.3%

19.9%
16.6%

13.2%

8.2% 7.8% 6.9%
4.5% 4.1%

職
場
の
人
間
関
係
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め

法
人
や
施
設
・
事
業
所
の
理
念
や
運
営
の
あ

り
方
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め

他
に
良
い
仕
事
・
職
場
が
あ
っ
た
た
め

収
入
が
少
な
か
っ
た
た
め

自
分
の
将
来
の
見
込
み
が
立
た
な
か
っ
た
た

め

結
婚
・
妊
娠
・
出
産
・
育
児
の
た
め

新
し
い
資
格
を
取
っ
た
か
ら

人
員
整
理
・
勧
奨
退
職
・
法
人
解
散
・
事
業

不
振
等
の
た
め

家
族
の
介
護
・
看
護
の
た
め

自
分
に
向
か
な
い
仕
事
だ
っ
た
た
め

32.1%

28.8%

25.2%
23.5% 22.6% 22.2% 21.4%

18.4%
15.6% 15.6%

仕
事
の
内
容
は
変
え
ず
に
、
労
働
時
間
や
労

働
日
を
本
人
の
希
望
で
柔
軟
に
対
応
し
て
い

る

残
業
削
減
、
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
、
シ
フ

ト
の
見
直
し
等
を
進
め
て
い
る

仕
事
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化

を
図
っ
て
い
る
（
上
司
と
の
定
期
面
談
、
定

期
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
意
見
交
換
会
な
…

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
人
間
関
係
の
よ
い
職

場
づ
く
り
を
し
て
い
る

仕
事
と
家
庭
（
育
児
・
介
護
）
の
両
立
を
支

援
す
る
た
め
の
、
休
業
・
休
暇
・
短
時
間
労

働
な
ど
の
法
制
度
の
活
用
を
促
進
し
て
い
る

賃
金
水
準
を
向
上
さ
せ
て
い
る

職
場
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
で
、
介
護
の
質
を

高
め
る
た
め
の
価
値
観
や
行
動
基
準
を
共
有

し
て
い
る

現
場
の
裁
量
で
自
分
た
ち
の
創
意
工
夫
を
活

か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る

本
人
の
希
望
・
能
力
開
発
・
同
僚
と
の
人
間

関
係
な
ど
に
配
慮
し
た
配
置
（
人
事
異
動
）

を
行
っ
て
い
る

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
し
っ
か
り
評
価
し
、
賃

金
な
ど
の
処
遇
に
反
映
し
て
い
る

介護関係の仕事）をやめた理由

（労働者調査、複数回答）

8
出典：第5回「2040年に向けたサービス提供体制 等のあり方」検討会（R7.4.7）資料3



9

勤務継続にあたり、重要と思うもの 上位3つ 【全体】

（注）令和元年度老人保健事業推進費等補助金「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」（株式会社三菱総合研究所）を基に作成
勤続10年以上の者に対して調査

36.6%

18.4%

18.6%

6.3%

6.2%

12.5%

9.8%

2.0%

27.8%

6.6%

18.0%

3.6%

31.4%

24.7%

9.8%

13.1%

26.1%

11.3%

1.8%

3.2%

1.5%

4.4%

2.1%

3.3%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40%

仕事へのやりがいがあること

社会において必要とされている仕事であること／社会に貢献できる仕事であること

介護が必要な人とその家族の生活を支える仕事であること

利用者や利用者の家族と良好な関係性を築けていること

自分の仕事が利用者や利用者の家族等に感謝されること

資格や専門知識を活かし仕事ができること

利用者の満足度が向上していることを実感できること

自身が提供するサービスやケアの質に満足していること

上司や同僚等を含めた職場全体の雰囲気がよいこと

施設長や上司による支援や配慮があること／上司との良好な人間関係

同僚や職員間での友好的な関係性／同僚との良好な人間関係

その他

能力や業務内容を反映した給与体系

休暇取得のしやすさ

福利厚生の充実

自分の仕事ぶりに対する正しい評価

ワーク・ライフ・バランスに配慮した勤務体制／仕事と家庭生活との両立が可能…

業務の量・重要度を考慮した職員配置

法人や施設・事業所における資格取得や勉強する機会、研修が制度等として充…

法人や施設・事業所において、資格取得や勉強する機会、研修に参加しやすい…

法人や施設・事業所における施設や設備が充実していること

ケアの質を高めるための取り組みを実施していること

職場のケア実践方針への共感

法人や施設・事業所の理念やビジョン等への共感や期待

その他

N=2666
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勤務継続にあたり、重要と思うもの 【年代別】

27.3%

33.6%

36.4%

36.9%

42.7%

50.0%

27.3%

35.7%

28.0%

25.3%

15.9%

21.4%

45.5%

37.2%

32.4%

29.4%

20.7%

16.7%

45.5%

26.3%

24.9%

22.4%

23.9%

26.2%

27.3%

26.3%

29.3%

24.2%

21.3%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20代（N=22）

30代（N=697）

40代（N=894)

50代（N=697）

60代（N=314)

70代以上（N=42）

仕事へのやりがいがあること

上司や同僚等を含めた職場全体の雰囲気がよいこと

能力や業務内容を反映した給与体系

休暇取得のしやすさ

ワーク・ライフ・バランスに配慮した勤務体制／仕事と家庭生活との両立が可能であること

N=2666

（注）令和元年度老人保健事業推進費等補助金「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」（株式会社三菱総合研究所）を基に作成
勤続10年以上の者に対して調査



介護人材の確保について（採用がうまくいっている理由）

＜採用がうまくいっている理由（複数回答）＞ ＜法人格別、事業所規模別採用がうまくいっている理由（複数回答）＞

（資料出所）介護労働安定センター「令和５年度介護労働実態調査」

○ 人材の確保について事業所側に「採用がうまくいっている理由」を尋ねたところ、最も多いのは 「職場の人間関係がよいこと」であった

（62.7％）。

○ 次いで、「残業が少ない、有給休暇をとりやすい、シフトがきつくないこと」の 57.3％、 「仕事と家庭（育児・介護）の両立の支援を充実させて

いること」の 47.9％、「仕事の魅力ややりがいがあること」の 38.3％、 「事業所・施設の設備・環境が働きやすいこと」の 33.4％の順となった。

11
出典：第5回「2040年に向けたサービス提供体制 等のあり方」検討会（R7.4.7）資料3



介護人材確保における現状と課題
〇介護は人が人に濃厚にサービス提供する究極のサービス業

〇介護職員は適性のある限られた貴重な人材である！

誰にでもできる仕事ではない！流出した職員は戻ってこない！

〇介護経営情報はネガティブキャンペーン・事業者自助努力を超越

〇介護人材不足危機は誰もが共有しているはず・・・

〇物価高騰・インフレ社会のステージも踏まえた適正な処遇は？

〇介護人材確保＝ICT・ロボット・高齢者の社会参加は有効か？？

→介護職員の心に響く方策を！やりがい醸成！！

→感情労働/感情移入・利用者との関係性→幸せづくりの積み重ね

→人間関係・働きやすい職場等の離職理由への対策を！

→処遇改善加算：職場環境等要件の廃止を！看護補助との格差？

→外国人材のスキームは馴染むか？

→キャリアアップ・技術向上への取組・タスクシェア/シフトは？

〇人材紹介料による経営圧迫→ハローワークの機能強化を！ 12
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